
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
県
税
等
の
収
納
事
務
の
委
託 

（
税　

務　

課
）　

　

一

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

二

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定
の
一
部
の
効
力
の

　

停
止 

（
長
寿
社
会
政
策
課
）　

　

二

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
変
更
の
届
出 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

二

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定 

（
森
林
整
備
課
）　

　

二

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧 

（
都
市
計
画
課
）　

　

三

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出 

（
北
部
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

三

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
政
治
団
体
の
届
出 

四

〇
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届 

四

〇
政
治
団
体
の
解
散
届 

四

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
二
年
分
） 

四

〇
資
金
管
理
団
体
の
届
出 

四

〇
資
金
管
理
団
体
の
指
定
取
消
し
の
届
出 

五

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
一
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
税
等
の

収
納
事
務
を
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
九
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
し
た
税
目

　

１　

納
税
通
知
書
、
納
付
書
、
督
促
状
、
催
告
書
及
び
減
額
通
知
書
に
よ
り
徴
収
す
る
次
の
税
目

　
　
　

個
人
の
事
業
税

　
　
　

不
動
産
取
得
税

　
　
　

自
動
車
税

　
　
　

鉱
区
税

２　

納
付
額
又
は
納
入
額
が
確
定
し
た
徴
収
金
に
つ
い
て
、
納
付
書
、
督
促
状
及
び
催
告
書
に
よ
り
徴
収
す
る
次
の

税
目

　
　
　

法
人
の
県
民
税

　
　
　

県
民
税
の
利
子
割
、
配
当
割
及
び
株
式
等
譲
渡
所
得
割

　

法
人
の
事
業
税
（
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
十
五
号
）
の
規
定
に

よ
り
法
人
の
事
業
税
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
地
方
法
人
特
別
税
を
含
む
。）

　
　
　

県
た
ば
こ
税

　
　
　

ゴ
ル
フ
場
利
用
税

　
　
　

自
動
車
取
得
税

　
　
　

軽
油
引
取
税

　
　
　

産
業
廃
棄
物
税

　

地
方
税
法
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
九
号
）
附

則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
特
別
地
方
消
費
税

　

地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
十
号
）
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
料
理
飲
食
等
消
費
税

二　

委
託
の
相
手
方

　
　

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
南
九
条
西
五
丁
目
四
百
二
十
一
番
地　

株
式
会
社
セ
イ
コ
ー
マ
ー
ト

　
　

茨
城
県
土
浦
市
小
松
二
丁
目
十
三
番
一
号　

株
式
会
社
コ
コ
ス
ト
ア
イ
ー
ス
ト

　
　

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
百
番
地　

株
式
会
社
セ
ー
ブ
オ
ン

　
　

東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
三
丁
目
十
番
一
号　

株
式
会
社
デ
イ
リ
ー
ヤ
マ
ザ
キ

　
　

東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦
町
一
丁
目
一
番
地　

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
株
式
会
社

　
　

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八　

株
式
会
社
セ
ブ
ン－

イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン

　
　

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
一
番
一
号　

国
分
グ
ロ
ー
サ
ー
ズ
チ
ェ
ー
ン
株
式
会
社

　
　

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
十
一
番
二
号　

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン

（1）　 平成23年６月17日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2265号　　 

発　　　　行

宮 城 県
(総務部私学文書課)
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話  022（211）2267
(毎週火，金曜日発行)



　
　

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
三
丁
目
一
番
一
号　

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

　
　

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
日
本
大
通
十
七
番
地　

株
式
会
社
ス
リ
ー
エ
フ

　
　

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
栄
一
丁
目
七
番
三
十
四
号　

株
式
会
社
コ
コ
ス
ト
ア

　
　

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
丸
の
内
三
丁
目
二
十
三
番
二
十
号　

株
式
会
社
セ
デ
ィ
ナ

　
　

愛
知
県
稲
沢
市
天
池
五
反
田
町
一
番
地　

株
式
会
社
サ
ー
ク
ル
Ｋ
サ
ン
ク
ス

　
　

広
島
県
広
島
市
安
佐
北
区
安
佐
町
大
字
久
地
六
百
六
十
五
番
地
の
一　

株
式
会
社
ポ
プ
ラ

三　

委
託
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
二
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

料
理
寺
子
屋　

一
滴

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

佐
藤　

信

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

岩
沼
市
竹
の
里
一
丁
目
二
番
地
の
十

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、
料
理
寺
子
屋　

一
滴
は
五
つ
の
目
的
か
ら
成
る
。

�
　

飲
食
求
道
（
お
ん
じ
き
ぐ
ど
う
）
を
通
し
て
、
社
会
人
と
し
て
礼
儀
を
重
ん

じ
、
自
己
確
立
を
目
的
と
す
る
。

�
　

若
い
技
能
者
（
調
理
師
）
を
対
象
に
、
伝
統
あ
る
日
本
料
理
の
五
法
を
伝
承

し
、
衛
生
・
技
術
の
向
上
に
寄
与
す
る
。

�
　

四
季
の
感
性
を
主
に
、
広
汎
な
献
立
と
応
用
を
蓄
え
た
人
材
育
成
を
目
的
と

す
る
。

�
　

食
事
作
法
、
食
育
の
普
及
活
動
を
目
的
と
す
る
。

�
　

上
記
の�
か
ら�
に
適
す
る
人
材
を
、
育
成
し
、
世
に
輩
出
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
三
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
者
の
指
定
の
一
部
の
効
力
を
停
止
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

事
業
者
の
名
称
等

二　

指
定
の
効
力
の
停
止
の
内
容

　

平
成
二
十
三
年
三
月
に
受
け
た
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
費
を
請
求
す
る
者
以
外
の
者
に
対
す

る
指
定
の
効
力
の
停
止

三　

停
止
の
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
同
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
四
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

第2265号　平成23年６月17日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

事
業
者
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ゆ

う
あ
ん
ど
あ
い

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
二
〇
〇
八
一
二

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
支
援

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ゆ
う
あ

ん
ど
あ
い
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

仙
台
市
宮
城
野
区
原
町
二
丁
目

一
番
五
十
三
号
原
町
の
長
屋

事　
業　
所　
番　
号

〇
四
一
〇
九
〇
〇
〇
五
四

設　
置　
者　
名

社
会
福
祉
法
人
臥
牛

三
敬
会

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

変
更
前

変
更
後

多
機
能
型
施
設
レ
イ
ン
ボ
ー

多
賀
城

多
賀
城
市
八
幡
三
丁
目
六－

十
二－

一
〇
七

多
機
能
型
施
設
レ
イ
ン
ボ
ー

多
賀
城

多
賀
城
市
鶴
ヶ
谷
一
丁
目
十

－

三

変
更
年
月
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日



一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

栗
原
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

水
源
の
か
ん
養

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　
　

変
更
し
な
い

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

栗
原
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

　
　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　
　

変
更
し
な
い

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
栗
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
六
号

　

登
米
市
か
ら
登
米
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

登
米
都
市
計
画
用
途
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
美
郡
色
麻
町
吉
田

土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
十
七
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

吉　
　

田　
　

祐　
　

幸　
　
　

一　

就
任
し
た
者

二　

退
任
し
た
者
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就

任

年

月

日

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

氏　
　
　

名

早

坂

利

悦

畑

中

長

悦

太

田

善

榮

浅

野　

勝

早

坂

和

夫

永

山　

司

早

坂

正

俊

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

加
美
郡
色
麻
町
吉
田
字
内
屋
敷
二
十
四
番

地加
美
郡
色
麻
町
黒
沢
字
石
神
北
六
番
地
二

加
美
郡
色
麻
町
高
城
字
上
ノ
原
十
九
番
地

加
美
郡
色
麻
町
黒
沢
字
寺
浦
五
十
一
番
地

加
美
郡
色
麻
町
高
城
字
深
山
三
十
五
番
地

加
美
郡
色
麻
町
志
津
字
北
原
百
十
番
地

加
美
郡
色
麻
町
吉
田
字
船
橋
東
二
十
七
番

地

役
職
名

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

監

事

監

事

退

任

年

月

日

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

氏　
　
　

名

早

坂

利

悦

畑

中

長

悦

太

田

善

榮

浅

野　

勝

早

坂

和

夫

永

山　

司

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

加
美
郡
色
麻
町
吉
田
字
内
屋
敷
二
十
四
番

地加
美
郡
色
麻
町
黒
沢
字
石
神
北
六
番
地
二

加
美
郡
色
麻
町
高
城
字
上
ノ
原
十
九
番
地

加
美
郡
色
麻
町
黒
沢
字
寺
浦
五
十
一
番
地

加
美
郡
色
麻
町
高
城
字
深
山
三
十
五
番
地

加
美
郡
色
麻
町
志
津
字
北
原
百
十
番
地

役
職
名

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

監

事



 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
六
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
十
七
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

�
　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
�
　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

〇
宮
選
管
告
示
第
六
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
十
七
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

�
　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
） 

〇
宮
選
管
告
示
第
六
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
十
七
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

�
　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

〇
宮
選
管
告
示
第
六
十
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
二
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
十
七
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

（単
位
：
円

）

　

（資
金
管
理
団
体

）

誠
友
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
阿
部
五
一

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
多
賀
城
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日
23.5.19

22.12.3
         
（         1  解

散

）

１
収
入
総
額

0

 

 

 

２
支
出
総
額

0

 

 

 

〇
宮
選
管
告
示
第
六
十
七
号

第2265号　平成23年６月17日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

早

坂

正

俊

加
美
郡
色
麻
町
吉
田
字
船
橋
東
二
十
七
番

地

監

事

　

政
治
団
体
の
名
称

政
治
結
社
眞
志
會

代　

表　

者

の　

氏　

名

赤
間　

昌
弘

会
計
責
任
者

の　

氏　

名

赤
間　

昌
弘

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

仙
台
市
若
林
区
荒
井
字
矢
取
五
三－

三

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年

 

五
月
六
日

政
治
団
体
の
名
称

安
部
周
治
後
援
会

　
伊
藤
淳
後
援
会
（
１
２
０

％
の
会
）

熊
谷
経
済
懇
話
会

熊
谷
よ
し
お
後
援
会

異
動
事
項

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

代

表

者

の

氏

名

新

安
部　

周
治

菅
原
冨
士
郎

中
鉢　
　

茂

熊
谷　

守
広

松
村　
　

守

旧

安
部
川
利
弘

佐
々
木
隼
人

長
曽
我
部
紘

高
橋　

文
武

野
田　

二
郎

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年

 

五
月
二
日

平
成
二
十
三
年

 
 

五
月
二
十
四
日

平
成
二
十
三
年

 

五
月
十
一
日

平
成
二
十
三
年

 

五
月
十
一
日

　
下
山
ひ
ろ
つ
ぐ
後
援
会

　
東
海
林
京
子
後
援
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

熊
谷　

守
広

下
山　

博
嗣

下
山　

善
恵

安
部　

靖
彦

高
橋　

文
武

小
齋
千
代
男

木
皿
ゆ
き
子

小
野　

正
夫

平
成
二
十
三
年

 

五
月
十
九
日

平
成
二
十
三
年

 

五
月
十
二
日

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

誠
友
会

代
表
者
の
氏
名

阿
部　

五
一

解
散
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日



　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
十
七
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
六
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
十
七
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

�
　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
よ
る
届
出

（5）　 平成23年６月17日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2265号　　 

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
の
氏

名　
　
　
　

安
部　

周
治

公
職
の
種
類

涌
谷
町
長

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

安
部
周
治
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の

所　
　

在　
　

地

遠
田
郡
涌
谷
町
涌
谷

字
見
龍
寺
浦
二

代
表
者
の

氏　
　

名

安
部　

周
治

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年

 

五
月
二
日

届
出
を
し
た

者
の
氏
名　

阿
部　

五
一

公
職
の
種
類

多
賀
城
市
議
会
議

員

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

誠
友
会

主
た
る
事
務
所
の

所　
　

在　
　

地

多
賀
城
市
高
橋
二－

一
六－

二
七

代
表
者
の

氏　
　

名

阿
部　

五
一

資
金
管
理
団
体
で

な
く
な
っ
た
旨
の

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年

 
 

五
月
十
九
日


